
医療法改正後の医療法人の類型

医
療
法
人

財団

社団

持分の定めの
ない

持分の定めの
ある

社会医療法人

（特別医療法人は一定期間存続）

その他の医療法人

その他の医療法人

経過措置型医療法人

（新設法人については認めない）

特定医療法人

特定医療法人

社会医療法人

（特別医療法人は一定期間存続）

基金型医療法人
（新設法人については強制）


